
船舶事故調査報告書 

令和７年８月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 火災 

発生日時 令和６年１２月１２日 ２１時３０分頃 

発生場所 長崎県壱岐市勝本港西方沖 

勝本港辰ノ島防波堤灯台から真方位２５４°１８.１海里付近 

 （概位 北緯３３°４６.５′ 東経１２９°１９.９′） 

事故の概要 漁船鈴
すず

丸は、漂泊して操業中、機関室で火災が発生した。 

事故調査の経過 令和７年２月１７日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 鈴丸、１９トン 

 ＮＳ２－１５７６８（漁船登録番号）、個人所有 

 第２９０－４７０８９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 集魚灯用の安定器に焼損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.３ｍ 

 事故の経過 本船は、船長ほか乗組員３人（日本国籍１人、インドネシア共和国

籍２人）が乗り組み、いか一本釣り漁の目的で漂泊して操業を行って

いた。 

船長は、集魚灯を点灯し、操舵室でいか
．．

釣り機の巻き上げ速度を調

整していたところ、異臭を感じ、操舵室後方の居室で休憩していた乗

組員２人を連れて機関室に向かった。 

船長は、機関室内を確認したところ、‘機関室左舷船首側にある集

魚灯用の安定器２３台が収納された棚’（以下「収納棚」という。）か

ら白煙が上がっているのを認めた。 

船長は、発電機の電源を落として電気の供給を止め、乗組員２人に

指示して甲板の海水弁に接続されたホースを機関室に持ち込ませ、収

納棚に海水を放水し、鎮火させた。 

本船は、船長が操業を中止して勝本港に帰航した。 

修理会社は、本事故後、収納棚の集魚灯用の安定器２３台を開放点

検し、その内の１台（以下「本件安定器」という。）の変圧器の一部

に焼損を認めて廃棄処分した。（写真１～２参照） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修理会社は、本件安定器の絶縁抵抗試験を年に１～２回行っていた

ので、本件安定器の配線の被覆の劣化によるものではなく、ファンの

故障により、変圧器のコイルや鉄心の冷却ができず、過熱して焼損し

たものと推測した。 

船長は、ふだん集魚灯用の安定器のファンの軸受を点検して不具合

があれば交換していたが、整備記録はなく、修理会社に同ファンの点

検を依頼していなかった。 

船長は、本件安定器を約１０年間使用しており、ファンを交換した

ことがあったが、交換時期は不明であった。 

本件安定器の製造会社は、集魚灯用の安定器のファンについて、 

６０℃の環境で使用される場合、２５,０００時間ごとに交換するよ

う推奨している。 

分析 本船は、漂泊して操業中、本件安定器の変圧器から出火したものと

推定される。 

本件安定器は、年に１～２回絶縁抵抗試験が行われていたことか

ら、配線の被覆の劣化による短絡ではなく、ファンの故障により変圧

器のコイルや鉄心が冷却できず、過熱して出火した可能性が考えられ

るが、本件安定器が廃棄処分されており、出火に至った状況を明らか

にすることはできなかった。 

原因 本事故は、本船が、漂泊して操業中、本件安定器の変圧器が過熱

し、出火したことにより発生したものと推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型漁船の船長は、集魚灯用の安定器の整備記録を作成し、定期

的に同安定器のファンの点検及び交換を行うことが望ましい。 

 

写真１ 本件安定器 写真２ 変圧器 

漁業協同組合提供 漁業協同組合提供 

ファン 
焼損箇所 


